
議案第３８号

さいたま市教員の修学部分休業に関する条例及びさいたま市教員の自己啓発等

休業に関する条例の一部を改正する条例の制定について

さいたま市教員の修学部分休業に関する条例及びさいたま市教員の自己啓発等休業

に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。
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さいたま市教員の修学部分休業に関する条例及びさいたま市教員の自己啓発等

休業に関する条例の一部を改正する条例

 （さいたま市教員の修学部分休業に関する条例の一部改正）

第１条 さいたま市教員の修学部分休業に関する条例（平成２９年さいたま市条例第

１８号）の一部を次のように改正する。

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （修学部分休業の承認）  （修学部分休業の承認） 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 

２ 法第２６条の２第１項の条例で定める教育施設

は、次に掲げる教育施設とする。 

２ 法第２６条の２第１項の条例で定める教育施設

は、次に掲げる教育施設とする。 

 ［略］    ［略］ 

 学校教育法第１０４条第７項第２号の規定に

より大学又は大学院に相当する教育を行うと認

められる課程を置く教育施設（教員が当該課程

を履修する場合に限る。） 

 学校教育法第１０４条第４項第２号の規定に

より大学又は大学院に相当する教育を行うと認

められる課程を置く教育施設（教員が当該課程

を履修する場合に限る。） 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

３ ［略］ ３ ［略］ 

（さいたま市教員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正）

第２条 さいたま市教員の自己啓発等休業に関する条例（平成２９年さいたま市条例

第１９号）の一部を次のように改正する。



  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （教育施設）  （教育施設） 

第５条 法第２６条の５第１項の条例で定める教育

施設は、次に掲げる教育施設とする。 

第５条 法第２６条の５第１項の条例で定める教育

施設は、次に掲げる教育施設とする。 

 ［略］    ［略］ 

 学校教育法第１０４条第７項第２号の規定に

より大学又は大学院に相当する教育を行うと認

められる課程を置く教育施設（教員が当該課程

を履修する場合に限る。） 

 学校教育法第１０４条第４項第２号の規定に

より大学又は大学院に相当する教育を行うと認

められる課程を置く教育施設（教員が当該課程

を履修する場合に限る。） 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

附 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ この条例による改正後のさいたま市教員の修学部分休業に関する条例第３条第２

項第２号に規定する課程及びさいたま市教員の自己啓発等休業に関する条例第５条

第２号に規定する課程には、学校教育法等の一部を改正する法律（平成２９年法律

第４１号）による改正前の学校教育法（昭和２２年法律第２６号。以下「旧学校教

育法」という。）第１０４条第４項第２号の規定により旧学校教育法第８３条に規

定する大学（当該大学に置かれる旧学校教育法第９１条に規定する専攻科及び旧学

校教育法第９７条に規定する大学院を含む。）の課程に相当する教育を行う課程と

して認められていた課程を含むものとする。 


